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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 

議 事 
 
 
1 2020 年度 事業報告 

2 2020 年度 決算報告 

3 2020 年度 監査報告 

4 2021 年度 役員候補者選出報告 

5 2021 年度 ワーキングチーム及びワーキンググループ所属一覧 

6 2021 年度 活動方針 

7 2021 年度 予算 

8 会則改定 

  



 

3	
 

 
中野区立中学校ＰＴＡ連合会 

２０２０年度  事 業 報 告 
 

所属 内容 活動日 

会長会 

定例会(オンライン併用） 12 回(毎月開催） 

執行部・役員会・臨時会長会 随時開催 

副会長会 9 月 12 日 

研修委員会 

広報委員研修会  5 月 17 日 中止 

役員・委員研修会 6 月 20 日 中止 

全体研修会 10 月 3 日 中止 

委員会 随時開催 

広報委員研修会 

中 P 連だより第 73 号発行 3 月 1 日 

HP 運営 随時 

委員会 随時開催 

事業委員会 

第２回合同進路相談会 7 月 11 日 中止 

卓球大会キャプテン会議 6 月 20 日 

バレーボール大会キャプテン会議 6 月 20 日、9 月 5 日 

第 56 回バレーボール大会 11 月 21 日 中止 

第 33 回卓球大会 11 月 29 日 中止 

委員会 随時開催 

その他 

総会・懇親会 5 月 15 日中止 書面議決 

校長会との懇談会（オンライン開催） 7 月 29 日 

区長・教育長との懇談会 10 月 9 日 

教育委員会事務局との懇談会 10 月 30 日 

総体連合陸上競技大会（総体陸上） 中止 

特別支援学級連合運動会 中止 

教育委員との懇談会 12 月 18 日 中止 

薬物乱用防止中野区民大会 中止 

小 P 連・中 P 連合同研修会 中止 

ハイティーン会議 中止 

４区懇談会 中止 

中学生意見発表会 中止 

中野区賀詞交歓会 中止 

東京都中学生駅伝大会 中止 

新旧会長引継研修会 3 月 20 日 

対外関係 各委員が随時出席（オンライン開催あり）   
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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 

２０２０年度 収支決算報告書 
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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 
２０２１年度 役員 

 
役職名 氏 名 学 校 

会 長 能登 祐克 緑野中学校 
 

 
副会長 
 

 

矢木 一利 
望月 海主 
竹之内 勝（校長会） 

 

第五中学校 
南中野中学校 
南中野中学校 

 
会 計 

 

瀧本 和江 
福原 由紀恵 
 

 

第二中学校 
北中野中学校 

 
 

会計監査 富永 美紀 
松田 芳明（校長会） 

（中野東中学校前会長） 
（第二中学校） 

相 談 役 廣瀬 千史 
照屋 宏 

（緑野中学校元会長） 
（南中野中学校元会長） 

顧  問 平 高行 
小鹿原 徳人 
髙橋 万里子 

（第二中学校元会長） 
（北中野中学校前会長） 
（中野中学校元会長） 

事 務 局 中嶋 裕之 
飯沼 直之 
小野 未央 

（第五中学校元会長） 
（第八中学校元会長） 
（北中野中学校元会長） 

 
＊校長会中Ｐ連窓口・・・田代 雅規 （中野東中学校） 
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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 

２０２１年度 所属名簿  
◎印リーダー 

改善要望書ワーキングチーム ◎奥澤 利夫（第七中）  他 全会長 

合同進路相談会ワーキングチーム ◎鈴木 辰也（中野東中） 他 全会長 

中 P 連だよりワーキングチーム ◎伊藤 良実（明和中）  他 全会長 
 

各 種 研 修 会 
ワーキンググループ 瀧本 和江（第二中） 日向 篤（中野中） 

ス ポ ー ツ 大 会 
ワーキンググループ 奥澤 利夫（第七中） 伊藤 良実（明和中）  

ホ ー ム ペ ー ジ 
ワーキンググループ 福原 由紀恵（北中野中） 鈴木 辰也（中野東中） 

 

対外委員会 
 

関   係   先 出 席 者 

中野区教育振興会 能登 祐克（緑野中）  

中野区国際交流協会 福原 由紀恵（北中野中） 

中野区学校給食連絡運営委員会 伊藤 良実（明和中） 

放課後子ども教室運営推進事業委員会 日向 篤 （中野中） 

中野区非行を生まない社会づくり連絡会 能登 祐克（緑野中） 

中野区防災対策連絡協議会 鈴木 辰也（中野東中） 

中野区交通安全対策協議会 望月 海主（南中野中） 

西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟会 矢木 一利（第五中） 
伊藤 良実（明和中） 

中野区区民公益活動推進協議会 能登 祐克 （緑野中） 

中野区個人情報保護審議会 奥澤 利夫（第七中） 

中野区障害者差別解消審議会 矢木 一利（第五中） 

中野区子どもの権利擁護推進審議会 望月 海主（南中野中） 

中野区地域スポーツクラブ中部運営委員会 鈴木 辰也（中野東中） 

中野区地域スポーツクラブ南部運営委員会 瀧本 和江（第二中） 

中野区地域スポーツクラブ鷺宮運営委員会 福原 由紀恵（北中野中） 
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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 

２０２１年度 中Ｐ連活動方針 
 

【基本方針】 
 

単位ＰＴＡ相互の連携を深め、中野区立中学校ＰＴＡ活動の活

性化に努めることにより、中野の子どもたちの健全な育成を図り、

中野区の教育の発展と向上に貢献する。 
 

【中Ｐ連スローガン】 
 

 一校の問題は中野区立中学校の問題として 
共に考え学び行動する。  

 
 

上記基本方針を達成するために、下記を本年度活動要旨とする。 
 

【本年度活動要旨】 
 

1． 各単位ＰＴＡ活動の充実を図るため、役員・委員等を対象とした研

修を行い、学びと情報交換の場をつくる。 

2． 青少年を取り巻く地域の環境向上のため、地域、行政と協働する。 

3． 各校の教育環境の充実を図るため、学校、行政と協働する。 

4． 各単位ＰＴＡ会員相互の親睦および健康の増進を図るため、スポー

ツ大会を開催する。 

5． 広報紙及びホームページなどを通じ、中Ｐ連の活動や有意義な情報

を発信する。 

6． 各関係団体との親交、連携を深め、地域一体となって子どもの健全

な育成を図る。 
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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 
２０２１年度 予算 

 

≪収入≫ （単位　：　円）　　

予算額

984,900

100,000

1,178,479

1,000

747,423

0

3,011,802

≪支出≫

予算額

会議費 130,000

渉外費 80,000

交通費 20,000

印刷費 60,000

事務局携帯電話料 60,000

通信費 20,000

賃借料 90,000

事務費 15,000

雑費 50,000

小 計 525,000

改善要望書WT 30,000

合同進路相談会WT 30,000

中P連だよりWT 180,000

各種研修会WG 40,000

スポーツ大会WG 300,000

ホームページWG 25,000

小 計 605,000

分担金 15,000

慶弔費 20,000

保険代金 1,178,479

事務局費 150,000

小 計 1,363,479

特別会計積立金 300,000

予備費 218,323

小 計 518,323

3,011,802

≪特別会計≫

項 目 前年度積立 今年度積立 今年度取崩 合計 備考
運　　営　　基　　金 1,473,092 300,000 0 1,773,092 三菱UFJ銀行中野駅前支店

　　 合　　　　 　計

＊運営基金は、将来予測される会員数減少による会費の収入減に備えるとともに、年度会計が不足した場合又は中Ｐ連と
しての活動に必要となった場合に補填する。

教育振興会分担金

前年度未実施の支出分から積立

中Ｐ連６０周年行事への補てん等
そ
の
他

ＰＴＡ研修会講師謝金他

バレーボール大会・卓球大会運営費他

サーバーレンタル料、ドメイン更新料他

総
務
費

活
動
費

改善要望書印刷代他

会場設営用備品レンタル料、案内状・お礼状送料他

広報紙発行代（年２回）、配送料他

項　　　　　　　目 備　　　　　　　　　　考

運
営
費

会長会・副会長会・役員会・執行部会・総会、各種懇談会他

小Ｐ連関係、周年行事他

車両使用時ガソリン代、駐車場代

総会資料印刷、会長会レジュメ印刷他

振込手数料、書類郵送料、電報代

物品倉庫レンタル料

事務用品

感染症予防のための除菌スプレー、除菌ウェットペーパー代等を含む

事務局専用携帯電話料金

繰 越 金

運 営 基 金 取 崩 金

合 計

スポーツ大会参加費 バレーボール大会（９校）、卓球大会（９校）

保 険 代 金 単Ｐからの保険代金（９校分）

雑 収 入 銀行利息他

中野区立中学校ＰＴＡ連合会
令和３年度予算（案）

項　　　　　　　目 備　　　　　　　　　　考

会 費 3,283世帯×300円（教員数含む）
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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 
会  則 

 

第１条  本会は中野区立中学校ＰＴＡ連合会（中Ｐ連）と称する。 

第２条  本会は事務所を中Ｐ連会長在任校に置く。 

第３条  本会は中野区に設置された区立中学校ＰＴＡ（単位ＰＴＡ）相互の親睦を図り、 

連携を密にし、区立中学校振興のため協力することを目的とする。 

第４条  本会は中野区立中学校の各ＰＴＡ会員をもって組織する。 

第５条  本会の会議は次の通りとする。 

1． 総会は、本会の最高議決機関であり、単位ＰＴＡ代表者５名（内会長、校長

を含む）をもって構成される。 

議決手段については適宜判断するものとする。 

2． 執行部会は、この会の会長、副会長をもって構成し、外部機関・団体との調

整を行い中Ｐ連の円滑な運営について協議する。 

3． 役員会は、この会の役員をもって構成し、総会で決定承認された事項の処

理、緊急必要な会務の処理にあたる。 

4． 会長会は、単位ＰＴＡ会長及び代表校長をもって構成し、単位ＰＴＡ間の情

報交換、ワーキングチームおよびワーキンググループの総合調整、その他緊

急必要な事項について協議する。 

5． ワーキングチームおよびワーキンググループは単位ＰＴＡ会長をもって構成

し、この会の事業達成のために必要な会議等を招集し、実施の任にあたる。

詳細は細則に記す。 

第６条  本会に次の役員と会計監査を置く。 

会 長 １名 

        会議を招集し、会務を統轄する。 

      副会長 ３名（内１名は校長） 

        会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。 

      会 計 ２名 

        本会の会計事務を行う。 

      会計監査 ２名（内１名は校長） 

        本会の会計を監査する。 

第 7条  役員は各単位ＰＴＡ会長の（代表校長については各学校長）互選により決定し、 

総会の承認を受ける。その任期は一会計年度とする。但し再任は妨げない。 

第８条  本会に事務局を置く。事務局は会長が委嘱する。事務局は会長の意を受けて会 

務にあたる。 

第 9条  本会に相談役と顧問を置くことができる。 

第１０条 会の会費は、各単位ＰＴＡの分担金により運営する。但し、必要ある場合は臨時 

徴収できる。分担金の額は細則に定める。 

第１１条 本会の会計は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

第１２条 本会の会則の改訂は、会長会にはかり、総会の承認を受けなければならない。 

第１３条 この会の細則については、会長会において審議決定するものとする。 

 

附  則    本会則は令和３年５月１３日から適用する。 
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中野区立中学校ＰＴＡ連合会 細則 
 

第１条  この会の会費は、各単位ＰＴＡ年間３００円×会員数（世帯数）とする。 
第２条  この会に区立中学校の教育環境の整備および子どもたちの学力および学習意欲の 

向上、体力の向上、心身の健康の保持に寄与すると共に、各単位ＰＴＡの会員相互の 
交流促進と会員意識の高揚を図ることを目的として、以下の３つのワーキングチーム 

（以下：WTと称す）と３つのワーキンググループ（以下：WGと称す）を組織し、活 

動を行うものとする。 
また、この他に特別な案件がある場合は必要に応じて特別委員会等を設置し活動す 

る。それぞれの選出人数、活動等の詳細は内規にて定める。 
１．改善要望書ワーキングチーム（９名） 

２．合同進路相談会ワーキングチーム（９名） 

３．中 P連だよりワーキングチーム（９名） 

４．各種研修会ワーキンググループ（２名） 

５．スポーツ大会ワーキンググループ（２名） 

６．ホームページワーキンググループ（２名） 

７．特別委員会（９名） 

２ 上記以外で新たに WTまたは WGを設置する場合は、会長会において決定するものと 

し、次年度の総会で報告し、必要に応じて細則および内規の改訂を行うものとする。 

第３条  この会に特に功労があった者に対して感謝状を贈呈することができる。 
第４条  この会の相談役、顧問は会長が任免する。 
第５条  事務局の任期は２年とする。但し再任は妨げない。 
第６条  相談役、顧問の任期は１年とする。但し再任は妨げない。 
第７条  校長１名以外の会計監査の選任については、会の特殊性を鑑み、かつて会員資格を 

有した者も該当するものとし、任期は一会計年度とする。 
第８条  この会に携わる者の慶弔については、執行部一任とする。 

  

昭和３５年９月１３日 改正 
昭和３７年６月１９日 改正 
昭和４８年６月２５日 改正 
昭和４９年６月１７日 改正 
昭和５２年６月 ７日 改正 
昭和５９年６月 ２日 改正 
昭和６３年６月 ４日 改正 
平成 元年５月２８日 改正 
平成１０年５月２９日 改正 
平成２０年５月１９日 改正 
平成２２年５月１８日 改正 
平成２３年５月２８日 改正 
平成２４年５月２５日 改正 
平成２６年５月２２日 改正 
令和 ３年５月１３日 改正 
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第９条  ソーシャルメディアポリシーについて 

連合会及び会員各位のより良いコミュニケーションを実現するため、SNS等による 
以下のような行為は控えるものとする。 
行為が以下のいずれかに該当する場合、本会から離脱するよう勧告することがある。 

( 1 ) 本会役員の承諾なく、第三者の個人情報を特定、開示、漏洩する行為 
( 2 ) 本会、その他の第三者に損害を与える行為 
( 3 ) 情報を改ざんする行為 
( 4 ) 営利を目的とする行為 
( 5 ) 本会、その他の第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 
( 6 ) 本会、その他の第三者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為 
( 7 ) 公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を提供する行為 
( 8 ) 選挙運動、宗教活動またはこれらに類似する行為 
( 9 ) 本会の運営を妨げる行為 
(10) 利用する各 SNS 運営会社の定める不正行為に該当する行為 
(11) その他当会が不適切と判断する行為 

 
附 則 本会細則は令和３年５月１３日より適用する。 

 
 


